
令和２年２月２９日 安倍内閣総理大臣記者会見（抄）

（略）企業の皆さんには、お子さんのおられる従業員の方々への配慮をお願いいたします。特に、日頃から人手不足
に直面している中小・小規模事業者の皆さん、医療関係者、介護や保育の関係者の皆さんなどに大変な負担をおかけ
いたします。

その軽減に向けて、小さいお子さんをお預かりできるよう、できる限りの対策を講じます。学童保育において、春休
みと同様の対応を採ることなど、各自治体における様々な取組を国として全力で支援する考えです。保護者の皆さんの
休職に伴う所得の減少にも、新しい助成金制度を創設することで、正規・非正規を問わず、しっかりと手当てしてまいり
ます。

私が決断した以上、私の責任において、様々な課題に万全の対応を採る決意であります。２，７００億円を超える今
年度予備費を活用し、第２弾となる緊急対応策を今後１０日程度のうちに速やかに取りまとめます。

新型コロナウイルスの感染が世界的な広がりを見せる中で、海外からの観光客の減少に加え、工場の製造ラインを
維持できるのかといった不安も拡大しています。業種に限ることなく雇用調整助成金を活用し、特例的に１月まで遡って
支援を実施します。

中小・小規模事業者の皆さんが直面する課題について、その声を直接伺う仕組みをつくり、強力な資金繰り支援を始
め、地域経済に与える影響にしっかりと対策を講じます。

そして、この機に、感染拡大防止の観点からも、テレワークなど、ＩＴ技術を活用しながら、社会のあらゆる分野で遠隔
対応を進め、未来を先取りする変革を一気に進めます。（略）

危機にあっては、常に最悪の事態を想定し、あらかじめ備えることが重要です。北海道では鈴木知事が緊急事態宣言
を発出し、この週末、外出を控えるよう、道民への呼びかけを行っています。国も雇用調整助成金の特例を設け、非正
規の方も含めて、休業となる方々への支援をしっかりと行ってまいります。必要となる物資の提供など、あらゆる協力を
惜しまない考えであります。（略）



●事業主

①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、

有給(賃金全額支給（※）)の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等（※）に通う子

※小学校等：小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（高校まで）、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額：休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

●適用日：令和２年２月27日～３月31日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保

護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給

休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援（新たな助成金制度の創設）



新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

○雇用調整助成金の対象事業主が行う、感染症拡大防止に資する、一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命

令した休業等も対象となることを明確化。

○更に、自治体が緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域の事業主に対しては、特例的に、生産指標

が低下したものとみなし、また正規・非正規を問わず対象とした上で、助成率を引上げ。

第１弾（2月14日～）

拡充案

一般的な場合
緊急事態宣言を発出して

活動の自粛を要請している地域
（現時点では北海道のみ）

日中間の人の往来の急減により影響を受け、中国
関係の売上高等が全売上高等の一定割合以上であ
る事業主
⇒中国人観光客向け観光関連産業 等

新型コロナウイルス感染
症の影響を受ける事業主
⇒全業種
（2月28日に先行拡充済）

上記の地域に所在する事業主

生産指標要件緩和
（3か月10％以上低下
⇒1か月10％以上低下）

同左
生産指標要件
→満たすものとして扱う

被保険者が対象 同左 非正規を含めた雇用者

助成率 2/3（中小）、1/2（大企業） 同左 4/5(中小)、2/3(大企業)

計画届の事後提出を認める
（1月24日～3月31日まで）

計画届の事後提出を認める
（1月24日～5月31日まで）

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間の撤廃

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件の撤廃

雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した

費用を助成する制度 （大企業：１／２ 中小企業：２／３）



時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例について

テレワークの特例コース 職場意識改善の特例コース

対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク
を新規で導入する中小企業事業主

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促
進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

助成対象の取
組

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等

要件 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が
１人以上いること

事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として
労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

事業実施期間 令和２年２月１７日～令和２年５月３１日

支給額 補助率：１／２
１企業当たりの上限額：100万円

補助率：３／４
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器
等の経費が30万円を超える場合は、４／５を助成

上限額：50万円

○本年度の時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）については、助成金の
受付を既に終了している。
○他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務で
ある。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコース
を新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
○特例コースについては、令和２年２月１７日（※）以降に行った取組については、交付決定を行う前
であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日


